
 

 

私立高等学校等専攻科修学支援金事務取扱要領の一部改正新旧対照表 

現    行 改  正  後 

私立高等学校等専攻科修学支援金事務取扱要領 

 

［略］ 

 

（対象となる者） 

第１条１・２・３ ［略］ 

４ 保護者等の全員又は一部が住民税の賦課期日（１月１日）に日本国内に在住しておらず、課税状況の  

 確認ができない場合は、補助の対象とはせず、保護者等の全員の最新の課税証明書等が確認できる場合 

 に限って、対象とする。 

 

 

［略］ 

 

（受給資格認定） 

第５条 要綱第５条に規定する受給資格の認定に当たっては、専攻科支援金の支給を受けようとする生徒

は、様式第１号の１に保護者等全員の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額を証明する書類（以下

「課税証明書等」という。）を添付し、事務手続及び専攻科支援金の受領について委任を受けた学校設置

者（以下「代理申請者」という。）を経由して岩手県知事（以下「知事」という。）に提出しなければな

らない。 

２・３ ［略］ 

 

 

［略］ 

 

 

   附 則 

［略］ 

 

［新設］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私立高等学校等専攻科修学支援金事務取扱要領 

 

［略］ 

 

（対象となる者） 

第１条１・２・３ ［略］ 

４ 保護者等の全員又は一部が住民税の賦課期日（１月１日）に日本国内に在住しておらず、課税状況の 

 確認ができない場合は、補助の対象とはせず、保護者等の全員の最新の道府県民税所得割額と市町村民税

所得割額を証明する書類又は個人番号カードの写しその他の書類（以下「課税証明書等」という。）が確認

できる場合に限って、対象とする。 

 

［略］ 

 

（受給資格認定） 

第５条 要綱第５条に規定する受給資格の認定に当たっては、専攻科支援金の支給を受けようとする生徒

は、様式第１号の１に保護者等全員の課税証明書等を添付し、事務手続及び専攻科支援金の受領について

委任を受けた学校設置者（以下「代理申請者」という。）を経由して岩手県知事（以下「知事」とい

う。）に提出しなければならない。 

２・３ ［略］ 

 

 

［略］ 

 

   附 則 

［略］ 

 

附 則 

 この要領は、令和３年５月６日から施行し、令和３年度の事業から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

［新設］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　受給資格認定申請書（初回時）

　　収入状況届出書（２回目以降）

〒

　　  年　　月　　日
～　　　年　　月　　日（修業年限：　　年）

　②過去に別の高等
　学校等専攻科に
　在学していた期間

学校名

　　　　　　立

　　　年　　月　　日
～　　　年　　月　　日

学校の種類・課程・学科

（うち支給停止期間等）

　　　年　　月　　日
～　　  年　　月　　日（修業年限：　　年）

保護者等の電話番号

生徒が在学する
学校の名称

【１．高等学校等専攻科の在学期間について】　（収入状況届出書の場合は記入不要です。）

　※次のいずれかに該当する者は、専攻科支援金の受給資格認定の申請ができません。
　　・高等学校等専攻科を修了した者
　　・高等学校等専攻科に在学した期間が通算して２４月（特別支援学校専攻科は３６月。ただし、高等学校等
　　　専攻科の定める修業年限がこれに満たないもの及び特別支援学校専攻科のうち３６月を超える修業年限
　　　を定めているものであって、都道府県が必要と認めるものについては、当該修業年限）を超えた者　（ただ
　　　し、専攻科支援金の支給停止期間等は含めません。）

　①現在通っている
　高等学校等専攻科
　の在学期間

学校名

　　　　　　立

　　　年　　月　　日　～ 学校の種類・課程・学科

（うち支給停止期間等）

日

生徒の住所 都道
府県

市区
町村

　（以下の空欄に生徒本人が署名してください。保護者等による代筆も可能です。記入に当たっては、
　　別紙の「記入上の注意」及び「留意事項」をよく読んでから記入してください。）

ふりがな

生徒の氏名 姓 名

生徒の
生年月日 年 月

　　　　既に受給資格認定を受けているため、専攻科支援金の支給に関して、保護者等の収入の状況

 　  に関する事項について、届け出ます。

（上の２つの□のうち、いずれかの□にレ印を付けてください。）

（次の事項を必ず確認の上、両方の□にレ印を付けてください。）

　　この申請書又は届出書の記載内容は、事実に相違ありません。

　　この申請書又は届出書に虚偽の記載をして提出し、専攻科支援金の
　支給をさせた場合は、岩手県の求めに従いその全額を即時返還するこ
　とを承知しています。

様式第１号の１（その１）　（第５条・第６条関係）

　　年　　月　　日

　　　　　　様

　私立高等学校等専攻科修学支援金

　　　　私立高等学校等専攻科修学支援金（以下「専攻科支援金」といいます。）の受給資格の認定を

 　  申請します。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

［新設］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

［新設］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［略］ 

 

 

 

 

 
  


